
 

 

 

 

 

令和８年２月２７日 

 

 

海上運送法に基づく事業の停止及び輸送の安全確保に関する命令文書の発出について 

 

国土交通省北海道運輸局は、下記の事業者に対して海上運送法第２５条第１項に基づく

検査を実施した結果、海上運送法等の法令に違反する事実を確認しました。 

 今後、かかる事態の再発防止を図り、輸送の安全を確保するため、海上運送法第２２条

第２項において準用する同法第１９条の１４及び第１９条第２項の規定に基づき、一般不

定期航路事業の事業の停止及び輸送の安全の確保に関する命令を発出しましたので、お知

らせいたします。 

 

記 

 

１．発出年月日 

令和８年２月２７日 

 

２．事業者の氏名又は名称及び住所並びに検査概要 

  事業者の名称：株式会社太閤コミュニティー 

   事業者の住所：小樽市色内２丁目１－１９ 

   検査概要：令和７年９月２４日、９月３０日及び１１月１９日に海上運送法第２５

条第１項に基づく検査を実施したところ、船舶安全法に基づく船舶検査証書の条件

違反（夜間航行禁止違反）などの法令及び安全管理規程違反が確認された。 

 

３．命令の内容 

 【事業停止命令について】 

  海上運送法第２２条第２項において準用する同法第１９条の１４に基づき、令和８年

２月２８日から令和８年４月２日までの３４日間、一般不定期航路事業の事業を停止す

ること。 

 

【輸送の安全確保命令について】 

  命令事項及び違反点数等については別添参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 
・事業停止命令について 
 北海道運輸局海事振興部旅客・船舶産業課 﨑野・髙井 
 TEL：０１１－２９０－１０１１ 
・輸送の安全確保命令及び検査概要について 
 北海道運輸局海上安全環境部運航労務監理官 林・菊池 
 TEL：０１１－２９０－２７７３ 



 

 

別添 

 

番号 命 令 事 項 違反点数 

１ 

船舶所有者又は船長は、船舶安全法第１８条に基づき、船舶

検査証書に記載されている条件に違反して船舶を運航しない

こと。 １０点 

 

２ 

特定小型船舶所有者は、船員法第１１８条の５第１項に基づ

き、特定小型船舶の乗組員 （当該特定小型船舶に乗り組ませよ

うとする者を含む。）について、特定教育訓練を実施すること。 

３ 

安全統括管理者は、海上運送法第２２条第２項において準用す

る第１９条の４及び安全管理規程第５５条第４項に基づき、安

全管理規程、安全統括管理者、運航管理者、安全方針及び安全

重点施策に係る情報について外部に対して公表を行うこと。 

１点 

４ 

安全統括管理者は、海上運送法施行規則第２３条の６第１項

において準用する第１９条の２の２第２項に基づき、毎事業年

度の経過後１００日以内に事業の用に供する船舶ごとの救命

設備及び通信設備の搭載の状況その他の事業の用に供する船

舶に係る情報、事業の用に供する船舶の事故に係る情報につい

て外部に対して公表を行い、その内容を北海道運輸局へ報告す

ること。 

１点 

５ 

一般不定期航路事業者は海上運送法第２２条第２項において

準用する第１９条の１０第１項及び同法施行規則第２３条の

２の規定に基づき、使用船舶を追加したときは、遅滞なく変更

届出すること。 

１点 

６ 

一般不定期航路事業者は海上運送法第２２条第２項において

準用する第１９条の１０第１項及び同法施行規則第２３条の

２の規定に基づき、使用船舶の定員を変更したときは、遅滞な

く変更届出すること。 

勧告 

７ 

経営トップは、安全管理規程第４条に基づき、輸送の安全確

保のため、関係法令及び安全管理規程の遵守と安全最優先の原

則の徹底について主体的に関与し、会社全体の安全マネジメン

ト態勢を適切に運営すること。 

１点 

８ 

経営トップは安全管理規程第６条に基づき、安全管理にかか

わる会社の全体的な意図及び方向性を明確に示した安全方針

を設定し、会社内部へ周知すること。 

１点 

９ 

経営トップは安全管理規程第７条に基づき、安全方針に沿っ

て、具体的な施策を実現するため、安全重点施策を策定し実施

すること。 

１点 

１０ 

安全統括管理者は、安全管理規程第１７条に基づき、関係法

令の遵守と安全最優先の原則を社内に徹底するとともに、安全

管理規程の遵守を確実にすること。 

２点 

１１ 

運航管理者は、安全管理規程第１８条に基づき、船舶の運航

の管理及び輸送の安全の確保に関する業務全般を統轄し、安全

管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。 

 

２点 



 

 

１２ 

経営トップ並びに安全統括管理者又は運航管理者は安全管理

規程第２０条に基づき、安全管理規程、運航基準、作業基準若

しくは事故処理基準に変更が生ずることとなった場合は、安全

管理規程を変更すること。 

１点 

１３ 

運航管理者は、安全管理規程第２１条に基づき、運航計画を

作成又は改定する場合は、自らの職務を理解し、自らが主体と

なって、その安全性を検討すること。 

１点 

１４ 

運航管理者は、安全管理規程第２１条に基づき、配船計画を

作成又は改定する場合は、使用船舶の安全性を検討し、船舶検

査証書に記載されている条件に違反して運航しないこと。 

１０点 

１５ 

運航管理者は、安全管理規程第２２条に基づき、配乗計画を

作成又は改定する場合は、特定教育訓練終了者を乗り組ませる

等、航路に精通した船舶職員が乗り組むこととなっているか、

その安全性を検討すること。 

１０点 

１６ 

運航管理者及び船長は、安全管理規程第２８条及び運航基準

第４条の２に基づき、運航中止に係る情報、運航の可否判断の

結果等を運行管理日誌に記録すること。 

２点 

１７ 

運航管理者は安全管理規程第２９条に基づき、水路通報、港

長公示等官公庁の発する運航に関する情報及び乗船した旅客

数について把握し、船長に連絡すること。 

２点 

１８ 

船長は安全管理規程第３０条、運航基準第１０条及び１１条

に基づき、出入港、航路の折り返し地点、運航基準図に定める

地点及び着岸５分前について、運航管理補助者へ運航基準に定

める事項を連絡すること。 

２点 

１９ 
安全統括管理者等は、安全管理規程第３８条に基づき、アル

コール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。 
２点 

２０ 
船長は、安全管理規程第４０条に基づき、船体、機関、諸設

備、諸装置等について点検した事項を点検簿に記録すること。 
５点 

２１ 

運航管理者は安全管理規程第４１条に基づき、陸上施設点検

簿を作成し、係留施設等の点検を実施した際は、その内容を記

録すること。 

１点 

２２ 

安全統括管理者及び運航管理者は安全管理規程第５２条に基

づき、運航管理補助者等に対し、安全管理規程等について安全

教育を実施した際は、その概要を記録簿に記録すること。 

２点 

違反点数合計 ５８点 

（うち輸送の安全に関する違反点数合計） ５７点 

備 考 

違反点数については、「旅客運送船舶運航事業者に対する行政処分等の基準について」（令

和７年３月１２日付け国海安第 181 号、国海内第 240 号、国海外第 670 号 国土交通省海

事局長通達）によるものである。 

 

以上 


